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平成２４年度 都区財政調整 新規算定・算定改善等 
 

 

１ 議会総務費 

        項    目              説              明 

【議会総務費／経常】 

議会運営費（地方議会議員共

済会給付費負担金） 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  議会運営費（地方議会議員共済会給付費負担金）について、算定

を充実する。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

改定前 ３１０，２７０千円（固定費） 

２０８，７９６千円（比例費） 

改定後 ３８５，４３２千円（固定費） 

     ２６３，００１千円（比例費） 

 改定後 １５，８３７ 

改定前 １２，４７１ 

増△減 ３，３６６ 

 

【議会総務費／経常】 

住民基本台帳整備費 

       

                 （百万円） 

１ 概  要 

  平成 24 年度に限り、住民基本台帳整備費（法改正に伴うシステ

ム改修経費）について、算定を充実する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

改定前      ０千円 

改定後 ２６，２０２千円（固定費） 

      １４，１０９千円（比例費） 

 改定後 ９７４ 

改定前 ０ 

増△減 ９７４ 

【議会総務費／経常】 

賦課徴収費 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  賦課徴収費（審査システム運用経費）について、算定を充実する。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

改定前  ４，０２５千円（比例費） 

改定後  ５，８０３千円（固定費） 

      ２，８９７千円（比例費） 

 改定後 ２０８ 

改定前 １０３ 

増△減 １０５ 
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１ 議会総務費のつづき 

        項    目              説              明 

【議会総務費／経常】 

議会運営費（議員定数）の

見直し 

       

                 （百万円） 

１ 概  要 

  議会運営費（議員数）について、算定内容を見直し、各区の実態

との差を補正するため、態容補正を新設する。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

改定前 ３１０，２７０千円（固定費） 

２０８，７９６千円（比例費） 

改定後 ４９５，９２８千円（固定費） 

          ０千円（比例費） 

＜態容補正の算式＞ 

人口区分に応じた議員定数により、議会運営に係る経費の差を補

正する。 

    

1＋
Ａ ×

Ｂ － 標準区議会運営費

単位費用
 

   
48

区分別議会運営費
Ｂ

386,035,839

473,501,376

517,234,144

619,277,270

721,320,396

41

25

議員定数

500,000

以下

99,999

199,999

299,999

499,999

899,999

50,000

以上

300,000

　Ｂ：当該区の該当する人口区分による議会運営費

人口区分

算式の符号

　Ａ：測定単位の数値（当該区の人口）

200,000 34

100,000 31

 

 

 改定後 １０，６０４ 

改定前 １２，４７１ 

増△減 △１，８６７ 

 

【議会総務費／経常】 

 区長及び区議会議員選挙執行

費の見直し      

（百万円） 

１ 概  要 

  区長及び区議会議員選挙執行費（投票所入場券郵送料）について、

算定内容を見直す。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前   ６，４４５千円（比例費） 

  改定後   ２，２００千円（比例費） 

 

 改定後 ５０ 

改定前 １６５ 

増△減 △１１５ 
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１ 議会総務費のつづき 

        項    目              説              明 

【議会総務費／経常】 

情報公開事業費の見直し 

       

                 （百万円） 

１ 概  要 

  情報公開事業費について、全般的に算定内容を見直し、事業名を

「情報公開・個人情報保護事業費」に改める。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

改定前 ４，７８２千円（比例費） 

改定後   ７２７千円（固定費） 

        ６３１千円（比例費） 

 

 改定後 ２６ 

改定前 １２２ 

増△減 △９６ 

【議会総務費／経常】 

職員被服貸与費の見直し 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  職員被服貸与費（貸与被服購入費）について、算定内容を見直す。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

改定前  ５，４５４千円（固定費） 

１７，１７７千円（比例費） 

改定後  ３，８４６千円（固定費） 

     １１，１７８千円（比例費） 

 改定後 ３６７ 

改定前 ５６４ 

増△減 △１９７ 

【議会総務費／経常】 

賦課徴収費の見直し 

       

                 （百万円） 

１ 概  要 

  賦課徴収費（電子計算機レンタルリース料）について、算定内容

を見直す。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

改定前 ２５１，８７１千円（比例費） 

改定後  ３４，７６０千円（固定費） 

      １３２，５８４千円（比例費） 

 改定後 ４，２０２ 

改定前 ６，４３５ 

増△減 △２，２３３ 

【議会総務費／経常】 

地域主権改革に伴う権限委譲

事務の財調への反映 

 

（百万円） 

１ 概  要 

権限移譲により、特別区の事務となる項目のうち、現行事務処理

特例交付金で算定されている項目について、暫定的に議会総務費で

算定する。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

 改定前      ０千円 

改定後  １，１８７千円（固定費） 

       １，１８７千円（比例費） 

 改定後 ５８ 

改定前 ０ 

増△減 ５８ 
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２ 民生費 

項    目 説              明 

【社会福祉費／経常】 

地域社会福祉協議会育成費の

見直し 

（百万円） 

１ 概  要 

地域社会福祉協議会育成費について、算定内容を見直す。 

 

２ 算定内容 

  毎年度、標準給に一定割合(98.5％)を乗じた額を人件費補助単

価とする。 

＜標準区経費＞人件費補助（固定費） 

   改定前  ＠７，４００千円×２０人＝１４８，０００千円 

   改定後  ＠７，１７０千円×２０人＝１４３，４００千円 

 

 

 
改定後 ３，２９８ 

改定前 ３，４０４ 

増△減 △１０６  

 

【社会福祉費／経常】 

共同生活援助・共同生活介護

事業費の見直し 

 

                （百万円） 

１ 概  要 

共同生活援助・共同生活介護事業費について、障害者自立支援法

に基づき、算定を改善する。 

 

２ 算定内容 

国制度における家賃助成対象者の経費を算定するとともに、当該

経費に係る特定財源を控除する。 

＜標準区経費＞運営費加算 

  改定前 事業費    １０３，５３２千円（運営費加算） 

改定後 事業費       ９８，５７６千円（運営費加算） 

            １１，０６６千円（国制度家賃助成）

      特定財源      ８，３００千円（国制度家賃助成）

      差引一般財源  １０１，３４２千円 

 

＜標準区経費＞共同生活援助・共同生活介護事業費全体 

改定前        ５，４１５千円（固定費） 

         １２４，４１１千円（比例費） 

改定後        ５，４１５千円（固定費） 

         １２２，２２１千円（比例費） 

 

 
改定後 ３，２４７ 

改定前 ３，３０３ 

増△減 △５６ 

 

 

 

【社会福祉費／経常】 

身体障害者福祉措置費 

 

（百万円） 

１ 概  要 

身体障害者福祉措置費に係る密度補正を導入し、算定を改善す

る。 

 

２ 算定内容  

前前年度の更生医療レセプト件数のうち生活保護受給者のレセ

プト件数の多少により社会福祉費の割増、割減の補正を行う。 

＜密度補正の算式＞ 

標準区人口

×
標準区自立支援医療費（更生医療）×ａ

標準区生活保護受給者のレセプト件数×補正率

標 準 区 社 会 福 祉 費

Ｂ

1＋
Ａ

－1

 
算式の符号

Ａ：測定単位の数値（当該区の人口）

Ｂ：当該区の前前年度における更生医療ﾚｾﾌﾟﾄ件数のうち生活保護受給者のﾚｾﾌﾟﾄ件数

ａ：更生医療レセプト件数のうち生活保護受給者のﾚｾﾌﾟﾄ件数の比率　0.550

 

 
改定後 － 

改定前 － 

増△減 － 
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２ 民生費のつづき 

項    目 説              明 

【老人福祉費／経常】 

授産施設管理運営費の見直し 

 

（百万円） 

改定後 ６００ 

改定前 １，３３４ 

増△減 △７３４ 
 

１ 概  要 

管理運営委託費について、算定内容を見直す。 

 

２ 算定内容 

  標準区施設数を２所から１所へ縮減する。 

＜標準区経費＞ 

   改定前  ２６，０６９千円（固定費） 

        ２６，０６９千円（比例費） 

   改定後  ２６，０６９千円（固定費） 

【生活保護費／経常】 

生活扶助費（法外援護費）の

見直し 

（百万円） 

改定後 １０８ 

改定前 ２３８ 

増△減 △１３０ 
 

１ 概  要 

法外援護費（夏期健全育成等）について、算定内容を見直す。 

 

２ 算定内容 

  ＜標準区経費＞ 

   改定前   ３，６９６千円（比例費） 

   改定後   １，６８０千円（比例費） 

 

 

【児童福祉費／経常】 

保育室運営費等事業費の

見直し 

（百万円） 

改定後 ４２８ 

改定前 １，２８４ 

増△減 △８５６ 
 

１ 概  要 

保育室運営費等事業費について、算定内容を見直す。 

 

２ 算定内容 

  標準区施設数を３所から１所へ縮減する。 

＜標準区経費＞ 

   改定前  ５１，９００千円（比例費） 

   改定後  １７，３００千円（比例費） 

 

【児童福祉費／経常】 

認証保育所運営費等事業費 

 

（百万円） 

改定後 １４，２８９ 

改定前 １２，８８９ 

増△減 １，４００ 
 

１ 概  要 

認証保育所運営費等事業費について、算定を充実する。 

 

２ 算定内容 

Ａ型の標準区施設数を１５所から１７所へ増加する。 

＜標準区経費＞ 

  改定前    １４１，４００千円（固定費） 

         ３８９，４８０千円（比例費） 

  改定後    １４１，４００千円（固定費） 

         ４４６，０４０千円（比例費） 
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２ 民生費のつづき 

項    目 説              明 

【児童福祉費／経常】 

児童保育委託事業費 

 

（百万円） 

改定後 １６，１７０ 

改定前 １６，０６２ 

増△減 １０８ 
 

１ 概  要 

児童保育委託事業費における国基準分の各種加算（入所児童

（者）処遇特別加算費、施設機能強化推進費加算、保育所事務職

員雇上加算費）について算定を充実する。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞比例費 

  改定前 事業費   １，１６２，５００千円 

      特定財源    ７６７，４４５千円 

      差引一般財源  ３９５，０５５千円 

 

  改定後 事業費    １，１７３，１０５千円 

特定財源    ７７５，４０９千円 

      差引一般財源  ３９７，６９６千円 

 

【老人福祉費／投資】 

特別養護老人ホーム整備費

（態容補正Ⅱ）の見直し 

 

（百万円） 

改定後 １，５９９ 

改定前 ８２３ 

増△減 ７７６ 

 

 

１ 概  要 

特別養護老人ホーム整備費について、算定基礎となる基準面積等

を見直し、算定を改善する。 

 

２ 算定内容 

都補助の整備面積等を基に見直しを行う。 

・基準面積 

ユニット型 ３８．００㎡ 

従来型   ３４．１３㎡ 

・高層化加算廃止 

・スプリンクラー加算廃止 

・ショートステイ加算は従来どおり 

※ なお、当面の間、２９人以下の小規模特養についても同様の扱

いとする。 
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３ 衛生費 

        項    目              説              明 

【衛生費／経常】 

予防接種費（子宮頸がん、ヒブ、

小児用肺炎球菌） 

（百万円） 

改定後 １，１０６ 

改定前 ０ 

増△減  １，１０６ 
 

１ 概  要 

  現在、法定接種化も踏まえ国の「子宮頸がん等ワクチン接種緊急

促進臨時特例交付金」の補助対象となっている子宮頸がん、ヒブ及

び小児用肺炎球菌に係る予防接種費について、新規算定する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

改定前            ０千円 

改定後 事業費   ８６，６４３千円 

    特定財源  ４３，３７１千円      

    差引一財  ４３，２７２千円（比例費） 

 

【衛生費／経常】 

後天性免疫不全症候群対策費 

 

（百万円） 

改定後 ９８ 

改定前 １７５ 

増△減  △７７ 

 

 

１ 概  要 

  後天性免疫不全症候群対策費について、国の補助要綱に基づき、

特定財源の国庫補助対象経費を見直す。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

改定前 事業費    ９７０千円（固定費） 

６，８１４千円（比例費） 

    特定財源   ８３４千円      

    差引一財   ９７０千円（固定費） 

     ５，９８０千円（比例費） 

改定後 事業費    ９７０千円（固定費） 

６，８１４千円（比例費） 

    特定財源 ３，８９２千円      

差引一財   ４８５千円（固定費） 

     ３，４０７千円（比例費） 

 

【衛生費／経常】 

機能訓練事業費の見直し 

 

（百万円） 

改定後 ７４ 

改定前 １４５ 

増△減  △７１ 

 

 

１ 概  要 

  成人保健対策費のうち機能訓練事業費について、備品購入費（リ

フト付きバス購入費）の算定内容を見直す。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

改定前 事業費  ９，３８６千円 

    特定財源 ３，７２０千円   

    差引一財 ５，６６６千円（比例費） 

改定後 事業費  ４，１００千円 

    特定財源 １，２２０千円   

差引一財 ２，８８０千円（比例費） 
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３ 衛生費のつづき 

        項    目              説              明 

【衛生費／経常】 

健康づくり事業費の廃止 

                 （百万円） 

改定後  ０ 

改定前 ４７５ 

増△減  △４７５ 
 

１ 概  要 

 健康づくり事業費について、算定を廃止する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

    改定前     １８，５９６千円（比例費） 

    改定後          ０千円 

【衛生費／経常】 

  環境施策推進費 

 

                 （百万円） 

改定後 ８０４ 

改定前 ２５６ 

増△減  ５４８ 

 

 

１ 概  要 

  環境施策推進費のうち低炭素型社会推進費について、算定を充実

する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

改定前  事業費  １３，３７０千円 

     特定財源  ３，３６０千円   

     差引一財 １０，０１０千円（比例費） 

改定後  事業費  ３５，８８６千円 

     特定財源  ４，４１８千円   

     差引一財 ３１，４６８千円（比例費） 
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４ 清掃費 

        項    目              説              明 

【収集車両費／経常】 

休日特定繁華街作業の収集運

搬経費（態容補正Ⅱ）の廃止 

 

                （百万円）

１ 概  要 

 休日の特定繁華街における収集運搬作業について、収集量が減少

していることなどから、これにかかる経費の算定を廃止する。 

 

２ 算定内容 

収集車両費（経常）の態容補正Ⅱを廃止する。 

 

 
改定後 ０ 

改定前 ４７ 

増△減 △４７ 

 

【清掃総務費・収集作業費・収

集車両費・処理処分費／経常】 

清掃費 

                （百万円）

１ 概  要 

サーマルリサイクルの本格実施に伴い、標準区ごみ量を更新し、

新たな収集運搬モデルを設定するとともに、収集運搬経費について

事業所数による密度補正を新たに設けるなど、全体にわたり算定内

容を見直す。 

 

２ 算定内容 

・標準区ごみ量を平成 22年度データに基づき更新する。 

（80,020ｔ→75,137ｔ） 

・標準区ごみ量に基づき、新たな収集運搬モデルを設定し、収集

車両費に反映する。（標準区車両台数：35台→32台） 

・収集作業費及び収集車両費について、人口１人当たりの事業所

数の多少による密度補正を新たに設ける。 

・その他、以下の経費全般について、見直しを行う。 

普及調査費、不法投棄対策事業費、作業運営費、リサイクル推

進事業費、可燃ごみ処理作業費、不燃ごみ処理作業費  

 

 
改定後 ９９，５３３ 

改定前 １０３，５５８ 

増△減 △４，０２５ 
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５ 経済労働費 

        項    目              説              明 

【産業経済費／経常】 

測定単位「事業所数」の根拠

調査の変更 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  「事業所数」のうち、「飲食店」数の把握元が経済センサスに移

行するのに伴い、「卸売・小売（２０人未満）」事業所数について

も経済センサスから数値を把握することとし、「事業所数（商業）」

の根拠調査を統一する。 

 

 
 改定後 － 

改定前 － 

増△減 － 

 

【産業経済費／経常】 

中小企業関連資金融資あっせ

ん事業（緊急対策分） 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  中小企業関連資金融資あっせん事業（緊急対策分）について、平

成２４年度に限り、算定を充実する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前       ０千円 

  改定後 １９１,０２２千円（比例費） 

 

 改定後 ３，６４８ 

改定前 ０ 

増△減 ３，６４８ 
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６ 土木費 

        項    目              説              明 

【建築公害費／経常】 

土木総務費の見直し 

 

    （百万円） 

１ 概  要 

  土木総務費について、工事請負費の算定内容を見直す。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

  改定前    １，５４２千円（固定費） 
       ６１，７６７千円（比例費） 
  改定後    １，５４２千円（固定費） 

 

 改定後  １，６２１ 

改定前 ３，１９９ 

増△減  △１，５７８ 

 

【建築公害費／経常】 

緊急輸送道路沿道建築物
耐震化事業費  
                 

（百万円） 

１ 概  要 
  緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業費について、新規に算定する。 
  なお、緊急輸送道路沿道建築物について、人口に対する比率の多
少による経費の差を補正するため、密度補正を新設する。 

 
２ 算定内容 
 ＜標準区経費＞ 
  改定前           ０千円 
  改定後   １０４，７５０千円（比例費） 
 
 ＜密度補正の算式＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 改定後 ２，６７３ 

改定前 ０ 

増△減  ２，６７３ 

 

【道路橋りょう費／投資】 
道路改良事業の見直し 

 
 

      （百万円） 

１ 概  要 
  道路改良事業について、1/40 として算定していた事業実施率を
1/280 へ見直す。 

 
２ 算定内容 
 ＜標準区経費＞ 
  改定前 
   11,200 円/㎡×2,322,000 ㎡×1/40=650,160,000 円 
      430 円/㎡×2,322,000 ㎡×1/40= 24,961,500 円      
                  計 675,121,500 円（比例費） 
  改定後 
   11,200 円/㎡×2,322,000 ㎡×1/280=92,880,000 円 
     430 円/㎡×2,322,000 ㎡×1/280= 3,565,930 円 
                 計   96,445,930 円（比例費） 
 

 改定後 １，１０１ 

改定前 １９，８２１ 

増△減  △１８，７２０ 

※改定前には種別補正による影響

額を含む。 

 

算式の符号

　Ａ：当該年度の4月１日現在における人口

　Ｂ：緊急輸送道路沿道建築物の延べ床面積として知事が定める面積

標準区緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業費

標準区建築公害費

緊急輸送道路沿道建築物延べ床面積の標準区人口比率を、0.80641（282,245/350,000)とする。

＋
0.80641

Ａ
－1

Ｂ

1 ×
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６ 土木費のつづき 

項    目 説              明 

【道路橋りょう費／投資】 
ガードパイプ取替工事費の
見直し                 

 
  （百万円）

１ 概  要 
 ガードパイプ取替工事費について、1/20 として算定していた事
業実施率を道路改良事業に合わせて 1/280 へ見直す。 

 
２ 算定内容 
 ＜標準区経費＞ 
  改定前 
   12,900 円/㎡×1ｍ/5.5ｍ×1（片側）×0.7×1/20 

×2,322,000 ㎡=190,404,000 円（比例費） 
  改定後 
   12,900 円/㎡×1ｍ/5.5ｍ×1（片側）×0.7×1/280 

×2,322,000 ㎡=13,932,000 円（比例費） 
 
 

  

 改定後  ７８５ 

改定前 ４，９１４ 

増△減  △４，１２９ 

※改定前には種別補正による影響額

を含む。 

【都市整備費／投資】 

まちづくり事業費への 

臨時的起債充当 

 

（百万円）

１ 概  要 

平成 24年度に限り、まちづくり事業費に対し、臨時的に起債を

充当する。償還経費については、翌年度以降需要算定を行う。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 
  改定前        ０千円 
  改定後 △１１２，１１９千円（特定財源・固定費） 

△５３，４９２千円（特定財源・比例費） 

  

 改定後 △３，９４５ 

改定前 ０ 

増△減 △３，９４５ 
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７ 教育費 

        項    目              説              明 

【その他教育費／経常】 

教職員福利厚生費の算定廃止 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  教職員福利厚生費について、算定を廃止する。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

  改定前    ３,０７０千円（比例費） 

  改定後       ０千円 

 改定後  ０ 

改定前 ４２ 

増△減  △４２ 

【その他教育費／経常】 

事務局運営費の見直し 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  事務局運営費のうちスクールバスの購入経費と燃料費について、

算定を廃止する。 

 

２ 算定内容 

  

＜標準区経費＞ 

  改定前    １,０６４千円（比例費） 

  改定後       ０千円 

 改定後  ０ 

改定前 １５ 

増△減  △１５ 
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８ その他 

項    目 説              明 

【議会総務費他／経常】 

電気料の見直し 

 

（百万円）

１ 概  要 

各費目で算定している需用費・光熱水費のうち電気料について、

5％相当額を削減する。 

 

２ 算定内容 

  需要額 （百万円） 

議 会 総 務 費 △７７ 

民 生 費 △３３ 

衛 生 費 △２０ 

清 掃 費 △１４６ 

経 済 労 働 費 △６ 

土 木 費 △１６７ 

教 育 費 △１１２ 

合 計 △５６１ 
 

 改定後 △５６１ 

改定前 ０ 

増△減 △５６１ 

 

【議会総務費他／経常】 

時間外勤務手当の見直し 

 

（百万円）

１ 概  要 

各費目で算定している職員手当等のうち時間外勤務手当につい

て、5％相当額を削減する。 

 

２ 算定内容 

  需要額 （百万円） 

議 会 総 務 費 △１００ 

民 生 費 △４１５ 

衛 生 費 △２７ 

清 掃 費 △１５ 

経 済 労 働 費 △６ 

土 木 費 △５２ 

教 育 費 △６６ 

合 計 △６８１ 
 

 改定後 △６８１ 

改定前 ０ 

増△減 △６８１ 
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８ その他のつづき 

項    目 説              明 

【議会総務費他／投資】 

大規模改修工事費への臨時的

起債充当 

 

（百万円） 

１ 概  要 

現在、算定している大規模改修経費について、平成 24 年度に限

り、臨時的に起債を充当する。 

 

２ 算定内容（起債充当分） 

    
標準区経費 

    （千円） 

需 要 額 

  （百万円） 

議会総務費 地域交流施設 △39,000 △924

民 生 費 心身障害者福祉施設 △23,400 △575

  高齢者福祉施設 △66,858 △1,839

  児童福祉施設 △141,274 △3,586

  小 計 △231,532 △6,000

衛 生 費 保健衛生施設 △11,700 △275

清 掃 費 清掃事務所及び清掃事業所 △11,471 △288

経済労働費 消費者及び商工振興施設 △3,900 △90

土 木 費 道路公衆便所 △1,593 △90

  公園公衆便所 △12,744 △289

  小 計 △14,337 △379

教 育 費 校外施設 △23,400 △430

  幼稚園 △35,100 △259

  生涯学習関連施設 △78,000 △2,002

  小 計 △136,500 △2,691

合 計 △448,440 △10,647
 

 改定後 △１０，６４７ 

改定前 ０ 

増△減 △１０，６４７ 
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８ その他のつづき 

項    目 説              明 

【議会総務費他／投資】 

元利償還金の分割算定 

 

（百万円） 

１ 概  要 

投資的経費の各費目で算定している元利償還金について、平成

24 年度において 1/2 相当額を算定し、残りの 1/2 相当額を平成 25

年度において算定する。 

 

２ 算定内容（２４年度財源対策分） 

    
標準区経費 

（千円） 

需 要 額 

  （百万円） 

議会総務費 議会総務費 △159,715 △4,210

民 生 費 社会福祉費 △27,179 △733

  老人福祉費 △122,901 △3,619

  児童福祉費 △18,077 △482

  小 計 △168,157 △4,834

衛 生 費 衛生費 △25,959 △688

清 掃 費 処理処分費 △258,955 △6,616

経済労働費 生活経済費 △38,027 △1,002

 産業経済費 △81,459 △2,159

 小 計 △119,486 △3,161

土 木 費 道路橋りょう費 △25,268 △1,424

  公園費 △771,345 △19,830

  小 計 △796,613 △21,254

教 育 費 小学校費 △26,177 △389

  中学校費 △15,310 △203

  その他教育費 △255,188 △6,835

  小 計 △296,675 △7,427

合 計 △1,825,560 △48,190
 

 改定後 △４８，１９０ 

改定前 ０ 

増△減 △４８，１９０ 

 

 

 

 

 

 


